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市内の中小企業者の皆さんが、販路拡大を目指し、 

見本市・展示会等へ出展する際の経費を助成します！ 

ぜひ、ご活用ください。 

●対象者 
・中小企業者による地域産業資源を活用した事業

活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９

号）第２条に該当する中小企業者。 

・引き続き１年以上市内に事業所を有し、事業を

営み、並びに市税等を完納している中小企業者。 

 

●対象経費 
 出展料、会場設営費、運搬費、資料作成費...等 

※販路拡大を目的に、見本市・展示会等へ出展す

る事業に限る。 

 

●補助金の額 
 補助対象経費の 1/2、上限 5 万円 

※補助金の額において、1,000 円未満の端数は

切り捨てる。 

 

●補助回数 
 同一年度において 1 事業者 1 回まで 

 

●注意事項 

・申請書の提出が補助金の交付を確約するもので

はありません。 

・申請書の受付は、補助金総額が予算額に達した

時点で終了します。 

事業者 

①申請書類の提出 

那珂市 

②審査・交付決定 

事業者 

③事業完了に関する資料の提出 

見本市・展示会等へ出展 

那珂市 

④交付額確定 

事業者 

⑤補助金の請求 

那珂市 

⑥補助金交付 

●交付手続きの流れ（事前申請） 

問い合わせ：那珂市 産業部 商工観光課 商工観光グループ ☎ 029-298-1111（内線 24４） 

         〒311-0192 那珂市福田 1819 番地 5    FAX：029-352-1021 

令和５年度 補助金のご案内 


